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すべての子ども達が目を輝かせ「今日の勉強は分かったよ！できたよ！」、「学校が大好き！」と言

える授業づくり、学級づくりをやってみたいと思いませんか？ そんな先生方の思いに応え、一人一

人の教育的ニーズに応じた教育を行うために、今年から「特別支援教育指導力向上研修」を夏季休業

中に県内 11 会場で実施します。この研修は、小中学校通常の学級担任及び高等学校のすべての先生

方に必ず受講していただきます。「特別な教育的支援を必要とする子どもへの支援のあり方」「個別の

教育支援計画の作成演習」等の研修内容を通して、本県のすべての学校で子ども達一人一人に応じた

適切な支援が実施されることを目指しています。

「障害者の権利に関する条約」が平成２６年1 月に批准されました。

共生社会の形成に向けて、現在同条約に基づくインクルーシブ教育シ

ステムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育の一層の

推進が求められています。

このような障がいのある子ども達を取り巻く環境の大きな変化を踏

まえ、県教育委員会では3月に「特別支援教育充実ガイドブック」を

作成し、すべての学校に配布しました。個別の教育支援計画の作成の

ための実態把握、ユニバーサルデザインの視点に立った授業づくり、

現役の先生方の実践コラムなど、内容は盛りだくさんです。

このガイドブックを活用して、各学校における特別支援教育の一

層の推進が図られるとともに、誰もが人権と個性を尊重し支え合う

共生社会の形成につながることを期待しています。

第１弾 特別支援教育指導力向上研修 開催！！

第２弾 特別支援教育充実ハンドブック 刊行！

県教育委員会の

ホームページにも

載ってるモン！


